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広島市民間建築物耐震診断補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地震に対する建築物の耐震化を促進することにより、災害に強いまちづく

りを進めることを目的に、建築物の所有者等である施行者が行う当該建築物の耐震診断に要す

る経費に対し、予算の範囲内で広島市民間建築物耐震診断補助金（以下「補助金」という。）

を交付することについて、広島市補助金等交付規則（昭和３６年広島市規則第５８号。以下「規

則」という。）に規定するもののほか必要な事項を定めるとともに、規則第２７条の規定に基

づき手続の特例を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりと

する。 

⑴ 耐震診断 建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号。以下「耐震

改修促進法」という。）第２条第１項に規定する地震に対する安全性を評価することをいう。 

⑵ 補助事業 国土交通省所管である社会資本整備総合交付金交付要綱（平成２２年３月２６日付

け国官会第２３１７号）又は地域防災拠点建築物整備緊急促進事業制度要綱（令和３年３月３１日

付け国住街第２２２号、国住市第１５５号）若しくは地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金

交付要綱（令和３年３月３１日付け国住街第２２３号、国住市第１５６号）の規定により、広島市建築

物耐震改修促進計画（第３期）（以下「市促進計画」という。）に基づき、耐震診断に要する費用の

補助を受けて耐震診断を実施する広島市民間建築物耐震診断補助事業をいう。 

⑶ 耐震診断者 建築士事務所に勤務する者で、別表に定める要件を満たす一級建築士、二級

建築をいう。 

⑷ 施行者 以下のいずれかの者をいう。 

ア 補助事業を行う建築物の所有者 

イ 建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９号）に規定された、建物、敷地

等を管理するために区分所有者全員で構成された団体（以下「管理を行う団体」という。） 

ウ その他市長が適当と認める者 

⑸ 緊急輸送道路 広島市地域防災計画において第１次緊急輸送道路又は第２次緊急輸送道

路に指定された道路で、市促進計画に掲げる道路をいう。 

（補助対象建築物） 

第３条 この要綱に定める補助事業の対象となる建築物（以下「補助対象建築物」という。）は、

本市の区域内に存する民間建築物（国、公共団体、独立行政法人（独立行政法人通則法（平成

１１年法律第１０３号）第２条第１項に規定する独立行政法人をいう。）、地方独立行政法人

（地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第２条第１項に規定する地方独立行政法

人をいう。）その他国又は地方公共団体の設立、出資等に係る法人の所有に属する建築物以外

の建築物をいう。）で、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる要

件のすべてに該当するものをいう。 

⑴ 緊急輸送道路沿道の建築物 

ア 昭和５６年５月３１日以前に着工されたもので、建築基準法（昭和２５年法律第２０１
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号）第７条第５項の検査済証の交付を受けたもの又は別表に定める要件を満たす一級建築

士、二級建築士が建築時における建築基準法の規定に適合していることを証したもの 

イ 耐震改修促進法第１４条第１号の規定による多数の者が利用する建築物の用途に該当

するもの 

ウ イの用途に供する部分の延べ面積が１，０００平方メートル（幼稚園、保育所にあって

は、５００平方メートル）以上であり、かつ、地階を除く階数が３（小学校、中学校、中

等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校（以下「小学校等」という。）、幼稚園、保

育所、老人ホーム等の老人福祉施設その他これらに類するものにあっては２、一般公共の

用に供される体育館にあっては１）以上の建築物であるもの 

エ 敷地が緊急輸送道路に接しているもので、地震時の倒壊により、当該道路の通行を妨げ

るおそれのあるものとして、耐震改修促進法第５条第３項第２号の規定により政令で定め

る建築物に該当するもの 

⑵ 前号に掲げる建築物以外の建築物 

前号に掲げる要件のうち、アからウまでのすべてに該当するもの 

（事業要件及び補助額） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

⑴ 施行者が補助対象建築物について、耐震診断者に依頼して行う耐震診断で、既存建築物耐

震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会が登録した耐震判定委員会その他市長が認める

機関（以下「第三者評価機関」という。）において適切である旨の評価を受けたもの 

⑵ 本市、国、本市以外の地方公共団体等から補助金その他これに類するものの交付を受けて

いないもの 

⑶ 補助金の交付の決定を受けた会計年度の末日までに、事業を完了し、かつ、補助金の額の

確定を受けたもの。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。 

２ 補助金の対象経費は、耐震診断に要する経費とし、補助金の額は、次の各号に掲げる補助対

象建築物に応じ、予算の範囲内においてそれぞれ当該各号に定める額（その額に１，０００円

未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。 

⑴ 前条第１号に該当する補助対象建築物 

耐震診断に要する経費に２／３を乗じて得た額（その額が２００万円を超えるときは、 

２００万円） 

⑵ 前条第２号に該当する補助対象建築物 

耐震診断に要する経費に２／３を乗じて得た額（その額が１００万円を超えるときは、 

１００万円） 

３ 前項の耐震診断に要する経費は、次の各号に掲げる補助対象建築物の床面積の部分に応じ、

当該各号に定める額により算出した累積加算額を限度とする。ただし、第三者評価機関の評価

等に要する経費については１，５７０，０００円を限度として加算することができる。 

⑴ 床面積のうち、１，０００平方メートルまでの部分 １平方メートルにつき３，６７０円 

⑵ 床面積のうち、１，０００平方メートルを超え２，０００平方メートルまでの部分 １平

方メートルにつき１，５７０円 

⑶ 床面積のうち、２，０００平方メートルを超える部分 １平方メートルにつき１，０５０円 
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（補助申請者の募集） 

第５条 市長は、耐震改修促進法第１４条第１号の規定による多数の者が利用する建築物の用途

に応じ、募集期間を定めて補助申請者を公募するものとする。 

（交付の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象建築物ごとに、広島市民間建築物耐震診

断補助金交付申請書（別記様式第１号）に次に掲げる書類を添付して市長に提出し、補助事業

の着手（補助事業の契約）の前に補助金の交付の決定を受けなければならない。 

⑴ 当該補助対象建築物に係る登記事項証明書その他当該補助対象建築物の所有者が確認で

きるもの（申請日から３月以内に交付されたものに限る。） 

⑵ 当該補助対象建築物の所有者（区分所有されている補助対象建築物にあっては、当該補助

対象建築物の管理を行う団体の代表者）について、本市市税の滞納がないことを証する書類

（申請日から３月以内に交付されたものに限る。） 

⑶ 区分所有されている補助対象建築物にあっては、当該補助対象建築物の管理を行う団体の

総会の決議書 

⑷ 当該補助対象建築物の建築基準法の規定による確認済証その他市長が同等と認める書類 

⑸ 当該補助対象建築物の建築基準法の規定による検査済証その他市長が同等と認める書類 

⑹ 当該補助対象建築物の付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、断面図、現況外観写真等 

⑺ 耐震診断に要する経費に係る見積書 

⑻ 耐震診断者の要件を確認できる書類 

⑼ 課税事業者届出書（消費税及び地方消費税の課税事業者に限る。） 

⑽ その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の補助金の交付を受けようとする者は、交付を受けようとする補助金に係る消費税仕入

控除税額（補助対象経費に含まれる消費税等のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）

に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和 

２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計金額を補助対象経

費の消費税等相当額に対する補助額の消費税等相当額の割合で按分して得た金額をいう。以下

同じ。）がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において

当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。 

３ この要綱に基づく補助金の交付は、１の補助対象建築物につき１回限りとする。 

（交付の決定等） 

第７条 市長は、前条第１項の申請書の提出があった場合には、これを審査して補助金を交付す

るかどうかの決定をするものとし、補助金を交付すると決定したときは広島市民間建築物耐震

診断補助金交付決定通知書（別記様式第２号）により、補助金を交付しないと決定したときは

広島市民間建築物耐震診断補助金不交付決定通知書（別記様式第３号）により、当該申請を行

った者に通知するものとする。 

２ 補助金の交付に当たっては、次の条件を付するものとする。 

⑴ この補助金は、広島市民間建築物耐震診断補助事業に要する経費に充てること。 

⑵ 補助事業に要する予算を変更し、又は補助事業の内容を変更しようとするときは、あらか

じめ市長の承認を受けること。 

⑶ 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。 
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⑷ 補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、

遅滞なく市長に報告してその指示を受けること。 

⑸ 補助事業について、その都度収支を明らかにした領収書等の書類を取りそろえ、また帳票

を備えてその予算の出納の一切の事項を明確に記入しておくこと。 

これらの書類及び帳票は、補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後、５年間保存

しておくこと。 

⑹ 規則第１８条第１項各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の全部又は一

部の返還を命ずることがあること。 

⑺ 補助事業が完了したときは、その完了の日から４０日以内（中止又は廃止の承認を受けた場

合には、当該承認通知を受理した日から４０日以内）又は補助金の交付の決定を受けた会計年

度の２月末日のいずれか早い日（市長がやむを得ないと認める場合にあっては、市長が指定す

る日）までに、補助事業実績報告書に第１０条第１項に掲げる書類を添えて市長に提出する

こと。 

⑻ 第６条第２項ただし書きの規定により申請した者は、補助金の交付決定額について、補助

金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを上記の補助金交付決定額か

ら減額して実績報告すること。 

⑼ その他、規則及びこの要綱を遵守すること。 

３ 市長は、前項に定める条件のほか、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付す

ることができる。 

（補助金の経理等） 

第８条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び

帳票を備え、補助事業の完了の日から起算して５年を経過した日の属する会計年度の末日まで

保存しなければならない。 

（補助事業内容の変更の承認） 

第９条 補助金の交付の決定を受けた者は、決定後において規則第１２条第１項各号に掲げる変

更等を行う場合は、遅滞なく広島市民間建築物耐震診断補助事業変更（中止・廃止）承認申請

書（別記様式第４号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の承認をしたときは、広島市民間建築物耐震診断補助事業変更承認通知書（別

記様式第５号）により、当該申請を行った者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第１０条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、その完了の日から４０

日以内（中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から４０日以内）又

は補助金の交付の決定を受けた会計年度の２月末日のいずれか早い日（市長がやむを得ないと認

める場合にあっては、市長が指定する日）までに、広島市民間建築物耐震診断補助事業実績報告

書（別記様式第６号）に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

⑴ 耐震診断の結果報告書及び耐震診断の結果について、第三者評価機関から適切である旨の

評価を受けたことを証する書面の写し 

⑵ 耐震診断の実施に関する契約書の写し 

⑶ 耐震診断の実施に要した経費に係る請求書又は領収書の写し 

⑷ その他市長が必要と認める書類 
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２ 前項の実績報告書を提出する者のうち、第６条第２項ただし書きの規定により申請をした者

は、補助金の交付決定額について消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助

金の交付決定額から減額して報告しなければならない。 

（補助額の確定の通知） 

第１１条 市長は、前条の実績報告書の提出があった場合には、当該報告に係る補助事業の成果

が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかの確認をするものとし、適

合すると確認したときは、交付すべき補助金の額を決定し、広島市民間建築物耐震診断補助金

額確定通知書（別記様式第７号）により、当該補助金の交付の決定を受けた者に通知するもの

とする。 

（補助金の交付請求） 

第１２条 前条の補助金の額の確定通知を受けた者は、遅滞なく広島市民間建築物耐震診断補助

金交付請求書（別記様式第８号）を市長に提出し、補助金の交付を請求しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請者からの請求書受理後３０日以内に、補助金を支払うものとする。 

（交付決定の取消し等） 

第１３条 市長は、規則第１２条第３項の規定により補助金の交付の決定を取り消し、又は変更

したときは、広島市民間建築物耐震診断補助金交付決定取消（変更）通知書（別記様式第９号）

により、当該補助金の交付の決定を受けた者に通知するものとする。 

２ 市長は、規則第１８条第１項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した

ときは、広島市民間建築物耐震診断補助金交付決定（全部・一部）取消通知書（別記様式第   

１０号）により、当該補助金の交付の決定を受けた者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第１４条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関

し、既に補助金が交付されているときは、広島市民間建築物耐震診断補助金返還命令書（別記

様式第１１号）により、期限を定めてその返還を求めるものとする。この場合において、当該

返還を求める補助金に係る加算金及び延滞金の納付については、規則第２０条の規定による。 

（消費税相当額の確定に伴う補助金の返還） 

第１５条 補助金の交付を受けた者は、補助事業完了後において、消費税及び地方消費税の申告

により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、広島市民間建築物耐震診断

補助金消費税仕入控除税額報告書（別記様式第１２号）により、速やかに市長に報告するとと

もに、市長の返還命令を受けてこれを市に返還しなければならない。 

（暴力団の排除） 

第１６条 市長は、補助申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、この要綱に定める他の

規定にかかわらず、補助金を交付しないものとする。 

⑴ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号

に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は同条第６号に規定する暴力団員（以下「暴

力団員」という。） 

⑵ 広島県暴力団排除条例（平成２２年広島県条例第３７号）第１９条第３項の規定による公

表が現に行われている者 

⑶ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者 

２ 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が前項各号のいずれかに該当すると認めたときは、
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第７条に規定する交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（委任規定） 

第１７条 この要綱の施行に関し必要な事項は、都市整備局指導担当局長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２１年５月１８日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２１年７月１７日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年３月１５日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年１１月２５日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、広島市建築物耐震改修促進計画（第２期）策定の日（平成２８年４月２０日）か

ら施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月３日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和元年１０月９日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年５月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年５月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年１２月２日から施行する。 
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別 表（第２条関係） 

区  分 要   件 

一級建築士、二級

建築士 

建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条第２項、第３項又は

第４項に規定する一級建築士、二級建築士であって、次のいずれかに

該当する者 

ア 地方公共団体または一般財団法人日本建築防災協会等の主催す

る鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造に関

する耐震診断基準、耐震改修設計指針等の講習会を受講した者 

イ 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建

築物について耐震診断を実施し、一般社団法人広島県建築士事務

所協会、一般財団法人日本建築防災協会、一般財団法人日本総合

試験所等の公益性を有する耐震診断評価機関において、適切であ

る旨の耐震診断評価を受けた実績がある者 

 

別 記 

 

様 式 書   類 関係条文 

様式第１号 広島市民間建築物耐震診断補助金交付申請書 第６条 

様式第２号 広島市民間建築物耐震診断補助金交付決定通知書 第７条 

様式第３号 広島市民間建築物耐震診断補助金不交付決定通知書 第７条 

様式第４号 広島市民間建築物耐震診断補助事業変更（中止・廃止） 

承認申請書 
第９条第１項 

様式第５号 広島市民間建築物耐震診断補助事業変更（中止・廃止） 

承認通知書 
第９条第２項 

様式第６号 広島市民間建築物耐震診断補助事業実績報告書 第１０条 

様式第７号 広島市民間建築物耐震診断補助金額確定通知書 第１１条 

様式第８号 広島市民間建築物耐震診断補助金交付請求書 第１２条 

様式第９号 広島市民間建築物耐震診断補助金交付決定取消（変更） 

通知書 
第１３条第１項 

様式第１０号 広島市民間建築物耐震診断補助金交付決定（全部・一部） 

取消通知書 
第１３条第２項 

様式第１１号 広島市民間建築物耐震診断補助金返還命令書 第１４条第１項 

様式第１２号 広島市民間建築物耐震診断補助金消費税仕入控除税額報告

書 

第１５条 

参考様式 課税事業所届出書 第６条 


